
大分市新型インフルエンザ等対策行動計画 概要

新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条の規定に基づき、市行動計画を作成し、
国 県 事業者等と連携 協力し 発生段階に応じた総合的な対策を推進

対策の目的及び基本的な戦略

国、県、事業者等と連携・協力し、発生段階に応じた総合的な対策を推進

対策実施上の留意点

○感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。
○市民の生活及び経済活動に及ぼす影響が最小となるようにする。
※社会状況に応じて臨機応変に対応する。
※医療機関等の現場が動きやすくなるよう配慮。

○基本的人権の尊重
○危機管理としての特措法の性格
○関係機関相互の連携協力の確保
○記録の作成・保存

参考 流行規模 被害想定 （大分市）

対策の効果 概念図

参考：流行規模・被害想定 （大分市）
○発病率 全人口の約25％
○医療機関受診患者数 約47,000人 ～ 約91,000人
○死亡者数 約600人 ～ 約2,300人
○従業員の欠勤最大40％程度○従業員 欠勤最大 程度
（ピーク時の約２週間）

※上記の推計には、抗インフルエンザウイルス薬等による
介入の影響（効果）、現在のわが国の医療体制等を
一切考慮していない。

米国疾病管理センター推計モデルにより推計



発 生 段 階 ご と の 対 策 の 概 要発 段 階 の 対 策 の 概 要

未発生期 海外発生期 小康期
国内発生早期 国内感染期

対

未発生期 海外発生期
県内未発生期 県内発生早期 県内感染期

小康期

・発生に備えての体制整備

・発生に備えた情報収集と提供

・市内発生に備えての体制整備

・積極的な情報収集と的確な
情報提供

・市内発生に備えての体制整備

・積極的な情報収集と的確な
情報提供

対
策
の
考
え

・流行のピークを遅らせるための
感染対策を実施

感染拡大に備えた体制整備

・感染拡大防止から被害軽減に
変更

必要な事業活動を継続

・第二波に備えた第一波の評価

・医療体制、社会経済活動の回復発 備 情報 集 提供
情報提供 情報提供

国 地方公共団体 指定（地方）公共機関等を挙げての対策強化

え
方

・感染拡大に備えた体制整備 ・必要な事業活動を継続
医療体制、社会経済活動 回復

・市行動計画の作成
※発生の疑いの段階で、
必要に応じて、大分市健康危機管理

国、地方公共団体、指定（地方）公共機関等を挙げての対策強化

・市対策本部の設置
（任意設置）
・大分市健康危機管理対策会議設置

・市対策本部の継続
（緊急事態宣言後は法に基づく設置）

危
機
管
理
組
織

（
実
施
体
制
）

・市対策本部の継続 ・市対策本部の廃止・市対策本部の継続

必要に応じて、大分市健康危機管理
対策連絡会議を設置

大分市健康危機管理対策会議設置

発生段階に応じたサーベイランス（患者発生状況把握）の実施

織

サ
ー
ベ

・
情 全数把握の中止 通常のサ ベイランスの継続・国等を通じた情報収集

・通常のサーベイランス
・通常のサーベイランスの強化
・患者の全数把握
・学校での集団発生の把握

ベ
イ
ラ
ン
ス

情
報
収
集

・全数把握の強化
・学校での集団発生の把握の強化

・全数把握の中止
・通常のサーベイランスへの移行

・通常のサーベイランスの継続・通常のサーベイランスの強化
・患者の全数把握
・学校での集団発生の把握

・継続的な情報提供
・コールセンターの体制整備

一元的な情報発信、市民への分かりやすい情報提供

・状況に応じてコールセンターを設置
・市ホームページ等で情報提供

・コールセンターの充実、強化
・市ホームページ等で情報提供

情
報
提
供

・共
有

・コールセンターの充実、強化
・市ホームページ等で情報提供

・コールセンターの充実、強化
・市ホームページ等で情報提供

・コールセンターの縮小、閉鎖
・情報提供の見直しコ ルセンタ の体制整備 市ホ ジ等 情報提供 市ホ ジ等 情報提供

法制化された予防接種体制等

供

・
ま

市ホ ジ等 情報提供 市ホ ジ等 情報提供 情報提供 見直

・個人における対策の普及
（マスク着用、咳エチケット等）

・特定接種、住民接種の実施体制の
構築

・患者、濃厚接触者への対応の準備
・国の方針を踏まえた特定接種の
実施
・住民接種の実施体制の構築

・患者、濃厚接触者への対応の準備
・国の方針を踏まえた特定接種の
実施
・住民接種の開始

予
防

ま
ん
延
防
止

・患者、濃厚接触者への対応
・住民接種の実施
・緊急事態措置実施時
（外出自粛等）の周知

・濃厚接触者に対する対応の中止
・住民接種の実施
・緊急事態措置実施時
（外出自粛等）の周知

・流行第二波に備えた住民接種の
実施

発生段階に応じた医療提供体制

・帰国者・接触者相談センター ・帰国者・接触者相談センターの ・帰国者・接触者相談センターの
医

療
・帰国者・接触者相談センターの・帰国者・接触者相談センターの ・県が行う、通常の医療体制への

設置の準備
・個人防護具等の準備

設置 継続

関係機関等との連携による社会・経済機能の維持

療

社

中止継続 移行に、必要に応じて協力する

・高齢者、障がい者等の要援護者の
状況把握及び生活支援等の検討

関係機関等との連携による社会 経済機能の維持

・事業者に対する職場での対策の
準備要請

社
会
・
経
済
機

能
の
維
持

・事業者に対し、従業員の健康管理
を徹底するとともに、職場における
感染対策を開始するよう要請

・事業者に対し、従業員の健康管理
を徹底するとともに、職場における
感染対策を講じるよう要請
・要援護者への生活支援の実施

・市内の状況等を踏まえ、
緊急事態措置を縮小、中止する

・事業者に対する職場での対策の
準備要請

要援護者 の生活支援の実施


